
議案第１３号 

平成３０年度日進市下水道事業特別会計補正予算（ 第４号） について 

平成３０年度日進市下水道事業特別会計補正予算（ 第４号） を別冊のとおり提出し

ます。  

平成３１年２月２５日提出 

日進市長 萩 野 幸 三    

提案理由 

地方自治法第２１８条第１項に基づき提案するものであります。  



平成３０年度（ 第４号）

日進市下水道事業特別会計補正予算書



平成３０年度日進市下水道事業特別会計補正予算（ 第４号）  

 平成３０年度日進市の下水道事業特別会計の補正予算（ 第４号） は、次に定めると

ころによる。  

 （ 歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５９，７５８千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，４６１，８８１千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「 第１表 歳入歳出予算補正」 による。  

（ 地方債の補正）  

第２条 地方債の変更は、「 第２表 地方債補正」 による。  

  平成３１年２月２５日提出 

                       日進市長 萩 野 幸 三    



第１表   歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳  入 単位： 千円

款 項 　既定額 補　正　額 計

 1. 分担金及び      43, 810      △2, 157      41, 653
負担金

 1. 負担金      43, 810      △2, 157      41, 653

 2. 使用料及び     740, 678       15, 955     756, 633
手数料

 1. 使用料     739, 503       15, 955     755, 458

 3. 国庫支出金     369, 100     △64, 320     304, 780

 1. 国庫交付金     369, 100     △64, 320     304, 780

 5. 繰入金     716, 351      △5, 736     710, 615

 1. 一般会計繰
入金     716, 351      △5, 736     710, 615

 8. 市債     560, 900      △3, 500     557, 400

 1. 市債     560, 900      △3, 500     557, 400

歳   入   合   計   2, 521, 639     △59, 758   2, 461, 881
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歳  出 単位： 千円

款 項 　既定額 補　正　額 計

 1. 総務費     222, 944      △5, 168     217, 776

 1. 総務管理費     222, 944      △5, 168     217, 776

 2. 事業費   1, 576, 233     △51, 590   1, 524, 643

 1. 公共下水道
事業費   1, 576, 233     △51, 590   1, 524, 643

 3. 公債費     666, 668      △3, 000     663, 668

 1. 公債費     666, 668      △3, 000     663, 668

歳   出   合   計   2, 521, 639     △59, 758   2, 461, 881
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第２表　  地 方 債 補 正

変　更 単位： 千円

限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

起債の目的
補　正　前

公共下水道建設事業 560, 900

普通貸借
又は
債券発行

年4. 0％以内
（ ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該利率見直し後
の利率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合には
その債権者と協定する
ものによる。
ただし、市財政の都合
により据置期間及び償
還期限を短縮し、又は
繰上償還もしくは低利
に借換えすることがで
きる。

補　正　後

557, 400

普通貸借
又は
債券発行

年4. 0％以内
（ ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該利率見直し後
の利率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合には
その債権者と協定する
ものによる。
ただし、市財政の都合
により据置期間及び償
還期限を短縮し、又は
繰上償還もしくは低利
に借換えすることがで
きる。
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